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A.研究目的 
 近年，建築物においては規模の大型化，用途

の複合化，建築設備の変化，危機管理の強化や

温暖化対策など，従来の想定を超える状況の進

行に伴って，衛生にかかわる管理基準を満足し

ない割合「不適率」の増加が進み，管理方法，

管理基準を含めた環境衛生管理のあり方が問わ

れる事態が急速に顕在化している。 
 本研究は，建築物における環境衛生管理及び

管理基準に着目して，建築物の環境衛生の実態

調査，現状の把握及び問題点の抽出，原因の究

明，対策の検討等を実施し，これらの情報を基

に，公衆衛生の立場を踏まえた，今後の建築物

に必要な環境基準のあり方について提案を行お

うとするものである。 
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研究要旨 
 近年，建築物においては規模の大型化，用途の複合化，建築設備の変化，危機管理の強化や温暖

化対策など，従来の想定を超える状況の進行に伴って，衛生にかかわる管理基準を満足しない割合

「不適率」の増加が進み，管理方法，管理基準を含めた環境衛生管理のあり方が問われる事態が急

速に顕在化している。 
 本研究は，建築物における環境衛生管理方法及びその管理基準に着目して，建築物の環境衛生の

実態調査，現状の把握及び問題点の抽出，原因の究明，対策の検討等を実施し，公衆衛生の立場を

踏まえた，今後の建築物に必要な環境基準のあり方について提案を行おうとするものである。 
 本年度は，昨年度のアンケート調査資料に基づいて建築物における衛生環境の実態測定・調査を

行うとともに，建築物における中期的な環境測定の実施，文献による最新の空気環境に関わる健康

影響被害の実態，及び建築物環境衛生の管理のあり方についての資料整備を行い，検討を加えた。

更に，空調設備などの用途，運用などのほか，新たに管理すべき項目，監視方法の妥当性，維持管

理方法のあり方についても，検討・提言のための基礎資料を収集した。 
 なお本研究では，建築物利用者に対して建築物に関するアンケート及び環境衛生監視員に対して

建築物衛生法に関する調査を実施した。個人の情報が得られないように，また解析は匿名化された

データを用いて統計的処理を行う。一方，建築物や法律の解釈を対象としており，個人を対象とし

た調査や実験を含まない。また，研究で知り得た情報等については漏洩防止に十分注意して取り扱

うとともに，研究以外の目的では使用しない。 
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B.研究方法 
 以下のサブテーマに分けて進めた。 
B.1 建築物利用者の職場環境の空気質と健康に

関する実態調査のデータ解析 
 本研究では，近年，「温度」，「相対湿度」，「二

酸化炭素」について，建築物衛生法の建築物環

境衛生管理基準に適合しない特定建築物の割合

（以下，不適率）が，特に事務所等において上

昇傾向にあることが指摘されるなど衛生環境の

悪化が危惧されていることを踏まえ，事務所に

勤務する者の健康状態と職場環境等を調査し，

オフィス環境に起因すると思われる健康障害の

実態と職場環境との関連性や，建築物の維持管

理上の課題を明らかにするために，建築物の管

理者や利用者に対するアンケート調査を行った。

更に空気環境の実態調査を行うことで，室内空

気質と建築物における健康影響の関連性につい

て明らかにするものである。 
昨年度までの研究では，事務所に勤務する労

働者の健康状態と職場環境等を調査し，オフィ

ス環境に起因すると思われる健康障害の実態と

職場環境との関連性や，建築物の維持管理上の

課題を明らかにするために，建築物の管理者や

利用者に対するアンケート調査を行った。 
まず，2012 年 1 月～3 月（冬期）及び 2012

年 8 月～10 月初め（夏期）に全国規模のアンケ

ート調査を行った建物のうち，実測調査への協

力が可能との回答があり，SBS 関連症状の有症

者の割合が高いところと低いところを選定し，

それぞれのアンケート調査の 1年後の 2013年 1
月～3 月（冬期）と 2013 年 8 月～9 月（夏期）

に実施した。調査項目として，建築物衛生環境

管理基準項目に加え，浮遊微生物，揮発性有機

化合物， PM2.5 を計測した。また，事務所１件

あたりに管理者用調査票 1 部，従業員用調査票

を最大 20 部配付した。これらの調査票は，2012
年 1 月～3 月（冬期）及び 2012 年 8 月～10 月初

め（夏期）に全国規模のアンケート調査で使用

した調査票と同じものである。 
建物の事務所の空気質とそこに勤務する従業

員の SBS 関連症状との関係を解析するために，

それぞれの事務所における5つのSBS関連症状

の有症率を算出し，測定した空気質との関係を

解析した。また，有症率にバイアスが掛かって

いる可能性があること，測定データが多くない

ことから，各従業員における SBS 関連症状の有

無と，その従業員が勤務する事務所の測定結果

との関係を解析した。２つの解析方法を用いる

ことで，解析方法による違いの有無を把握し，

解析結果に対する判断の信頼性を高めるよう試

みた。 
 
B.2 建築物における空気環境の実態調査と維持

管理に関する研究 
 本研究では，前章のアンケート調査を実施し

た事務所建築物を対象に，室内環境の実態調査

を行った。実測は，冬期及び夏期に行い，建築

物衛生環境管理基準項目（温度，相対湿度，一

酸化炭素，二酸化炭素，浮遊粉じん）のほか，

浮遊微生物，揮発性有機化合物，PM2.5 を加え，

建物毎の特性を把握した。 
 また，相対湿度不適率の改善に寄与する空気

調和設備のあり方と保健所の指導のあり方を明

らかにするために，全国の保健所の建築物衛生

担当者に対して加湿装置及び機械換気設備の解

釈に関するアンケート調査を行った。全国 495
件の全ての保健所に，特定建築物に対する指導

や管理等の現況について，組織を代表して建築

物衛生の担当者１名に自記式調査票に記入して

いただき，郵送により回収した。355 件（回収

率 71.7%）から回答を得たが，自治体を代表し

て回答したものも含まれていた。調査票では，

空気調和設備や機械換気設備に関する保健所の

指導状況，加湿器の設置に関する保健所の指導

状況，相対湿度の測定及び報告に関する保健所

の状況等を選択式の質問をし，コメントも頂い

た。 
  
B.3 建築物の空気調和設備の維持管理及び運用

のあり方に関する研究 
建築物においては，エネルギー消費に係る機

器・構造の性能確保や適正保全措置の徹底が省

エネルギー法に盛り込まれるなど，官民を挙げ

て多様な対策が進められている。しかしながら，

社会に普及しつつある省エネルギー手法の中に

は，建築物衛生法の主旨とは相容れない衛生上
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の問題や，かつての法制定・改正時には想定さ

れていなかったものなどが散見される。 

先の厚労省科研費調査では，特に冬季相対湿

度の基準値不適合が，特定の空気調和設備の維

持管理及び運用方法に起因していることが指摘

された。これらは，特に事務所用途において普

及が進んでおり，相対湿度の不適率上昇の原因

とも考えられる。そこで，本課題では当該空気

調和設備について，環境衛生データの収集と解

析を実施し，基準適合範囲に収まる，省エネル

ギーと環境衛生の両立に資する適切な維持管理

手法・監視方法の提案を行うことを目的として

いる。 
平成 24 年度においては，建築物衛生法の衛生

管理基準値に対して不適合となる場合の，原因

や詳細な課題抽出を目的として省エネルギーに

関心の高いビルオーナーが所有する事務所ビル

など，首都圏に建設された 7 件について，調査

を実施している。本年度は， それらに，地方の

事例として蒸暑地域に建設された 4 件の事務所

ビルを新たに加え，室内環境データの連続的時

間データの収集・取得および解析を行った。 
 
B.4 健康影響と管理基準のあり方に関する研究 
本研究では，これまで建築物空気環境の重要

な要素として，微小粒子（PM2.5，FP）などの空

気中の粒径の小さな粒子状物質に着目し，中で

も近年オフィスや家庭に急速に普及した電子写

真方式の複写機／レーザープリンタから室内気

中に放出される FP 及び超微小粒子（UFP）に焦

点をあて，文献検索により情報の収集を行い，

科学的知見の整理を行ってきた。本年度は最終

年度であることから，上記の観点からの文献検

索による情報収集を継続するとともに，3 年間

で得られた情報の整理を行い，科学的知見のま

とめを行った。とくに将来の建築物衛生管理に

役立てる上で適切なリスク評価が必要であり，

そのためには，ハザード評価が最も重要である

ことから，印刷用トナー粒子を含む，これら事

務機器の使用に関連して生じる可能性がある粒

子状物質曝露の生体影響についても検索対象と

した。 
過去２年度と同様に，データベースを利用し

た文献検索により文献を収集し，整理した。文

献の範囲はレビューシステムを有する学術誌に

掲載された原著論文を原則とすることとして，

一般誌の解説記事的な文献や特定の対象に対す

る業務報告書，会議録，報道記録は除外した。

国内（和文）文献は医学中央雑誌のデータベー

スを，海外を含む英文文献のデータベースには

Medline を用いた。 
原則として昨年度収集した文献以降のものを，

とくに下記の点を中心に，種々のキーワードを

組み合わせて検索を行った。 
・ 複写機／レーザープリンタからの FP，UFP

の排出とそれに伴う空気汚染 
・ 上記エミッションへの曝露に伴う生体反応，

健康影響の可能性 
また本年度が研究の最終年度であることから，

昨年度までの検索で漏れていた重要文献や，事

務機器の使用に関連して生じる可能性のある粒

子状物質の空気汚染に関連する重要な文献につ

いても収集を行った。 
 
C.研究結果 
 本研究に関して，研究項目ごとにまとめる。 
C.1 建築物利用者の職場環境の空気質と健康に

関する実態調査のデータ解析 
アンケート調査及び実態調査より，冬期 11

件（107 名），夏期 13 件（207 名）から得られた

SBS関連症状と室内空気質の測定値との関連性

に関する解析を行った。冬期では，非特異症状

と高い粉じんレベル（5μm 以上），上気道症状

と高いアルデヒド類濃度や高い室内温度，皮膚

症状と低い室内温度との間に関連性がみられた。

また，皮膚症状と低湿度にも有意な傾向があっ

た。夏期では，上気道症状と高いトルエン濃度，

皮膚症状と低い室内温度との間に有意な関係が

みられた。 
本調査のもととなった全国規模で行ったアン

ケート調査では，温湿度，ほこり，薬品臭，不

快臭と SBS 関連症状との間に有意な関係が示

唆されている。本調査は，限られた建築物での

断面調査であったが，室内空気質の実測調査に

よって，温湿度，粉じん，アルデヒド類やトル

エンが SBS 関連症状に影響していることを示
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唆し，全国規模のアンケート調査結果を裏付け

る重要なデータを得ることができた。 
 
C.2 建築物における空気環境の実態調査と維持

管理に関する研究 
事務所建築物における実測の結果，季節毎に

建築物衛生環境管理基準値に適合しない項目，

その他の測定対象についてもそれぞれの物質の

濃度が高い建物などがあった。空調設備として

中央式及び個別方式に分けてその違いを検討し

た結果，個別方式の建物において浮遊微生物及

び PM2.5 濃度が高い状況が生じており，空調機

のエアフィルタの性能及び運用方法などが理由

として挙げられた。 
また，保健所環境衛生監視員を対象として，

建築物衛生法に係わる設備の設置指導に関する

アンケート調査の結果より，湿度についての認

識が低いこと，加湿と共に結露の問題が起こる

こと，運用に関する適切なマニュアル，設置の

義務化など法整備に関しても要望があった。第

3 種のような粉じんの浄化能力のない換気設備

についても，半数以上が機械換気設備と認めて

おり，法律が近年の空調設備の複雑化に対応で

きていない面も見えた。 
 
C.3 建築物の空気調和設備の維持管理及び運用

のあり方に関する研究 
首都圏，および蒸暑地域を含む地方における

事務所ビルを対象として空調方式が中央方式，

個別方式どちらの建築物においても測定を実施

した。建築物規模は大規模から小規模，竣工年

数も様々な建築物の検討を行うため 12 件の建

築物の実測，解析を実施した。また，室内温度，

相対湿度，二酸化炭素濃度を連続的に測定し解

析，検討を行い，データの充実を図った。また，

既往研究で得られた全国アンケート調査の結果

を用いて，冬期（1 月，2 月，3 月，12 月）にお

ける室内温度，相対湿度，二酸化炭素濃度の解

析，検討を行った。 
さらに，あらたな管理基準・管理方法に関す

る検討を目的に，室内環境測定データと室内温

度分布データとBEMSデータを用いた検討を行

い，BEMS による室内環境測定の可能性につい

て検討を行った。 
今後も建築物衛生法の測定方法を継続的に検

討していく必要があると考えられ，公衆衛生の

視点に立脚した室内環境の維持管理方法の確立

が望まれる。 
 
C.4 健康影響と管理基準のあり方に関する研究 
本年度の検索でも生体影響に関連する報告で

興味深いものが見られた。培養細胞を用いた一

連の in vitro 実験研究の報告，複写機／レーザ

ープリンタで使用されるトナー粒子が炎症反応

や，小核試験で示唆される遺伝毒性を示すとし，

そのメカニズムの可能性として，トナー粒子曝

露により酸化ストレス負荷が生じることを指摘

したものがあった。印刷用トナー粒子の取扱い

やそれに伴う曝露によって生じる可能性のある

健康影響について報告したものがあった。また

カリフォルニアの 37 の建築物について，その内

外で粒子状物質の濃度を測定した研究報告では，

室内の発生源や室内外差などについて検討され

ている。このほか，エミッション粒子の組成な

どの詳細に関する研究で，有害性のメカニズム

の理解に重要であると考えられる。 
複写機やレーザープリンタなどの事務機器か

らエミッションとして粒径の小さな粒子状物質

（FP，UFP）が排出されることについては多く

の研究報告から明らかであり，その発生に関連

する稼働時の条件なども明らかにされつつあり，

制御技術は進歩している。一方エミッションを

吸入した際の生体影響については，種々の研究

デザイン，種々のアウトカムを用いた報告が散

見されるが，まだハザードとしての評価を行う

だけの科学的知見は集積されておらず，今後の

研究の進展が期待される。また実際の事務機器

使用条件下における粒子状物質曝露に関する情

報も限られており，今後のリスク評価のために，

曝露評価に役立つデータの集積が必要であると

考えられる。 
 
（倫理面での配慮） 
 建築物利用者に対して建築物に関するアンケ

ート及び環境衛生監視員に対して建築物衛生法

に関する調査を実施した。個人の情報を得ない
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よう配慮するとともに，解析は匿名化されたデ

ータを用いて統計的処理を行う。一方，建築物

や法律の解釈を対象としており，個人を対象と

した調査や実験を含まない。また，研究で知り

得た情報等については漏洩防止に十分注意して

取り扱うとともに，研究以外の目的では使用し

ない。 
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